
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  復興特別所得税の源泉徴収 

Ｑ：来年から、源泉徴収が変わるとか。ど

のようになるのですか？ 

 

Ａ：復興特別所得税分を併せて源泉徴収す

ることになります。 

【解説】 

平成23年12月に東日本大震災から復興する

ために必要な財源を確保する特別措置法が公

布されました。これによって、所得税の源泉

徴収義務者は、平成25年１月１日から平成49

年12月31日までの間に生ずる所得について、

通常の源泉徴収に加えて、復興特別所得税を

併せて徴収しなければならないこととなりま

した。 

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源

泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額ですが、

実務では、源泉徴収の対象になる支払金額等

に対して、所得税と復興特別所得税の合計率

を乗じた金額を徴収して、１枚の所得税徴収

高計算書(納付書)で納付することになります。 

支払金額等×合計税率＝源泉徴収税額 

合計税率＝所得税率×102.1% 

(例) 

111,111円の報酬を支払った場合 

111,111円×10.21%＝11,344.4331円(1円未

満切捨て)→11,344円(源泉徴収税額) 

給与に係る源泉徴収は、平成25年分以後の

源泉徴収税額表に基づいて、所得税と復興特

別所得税の源泉徴収を行い、年末調整も所得

税と復興特別所得税の合計額で行うことにな

ります。 
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